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2022年10月16日、第20回目共産党大会が開幕し同月22日

に閉幕しました。この会議において、習近平氏が3期目の総

書記として選出され、またいわゆる共産党の指導者層である

チャイナ7も決まりましたが、全国人民代表大会、いわゆる

全人代との違いがよくわからないという方のため、本稿では

両者の関係についてご説明したいと思います。 

まず共産党大会とは5年に1度開催され、中国共産党の指導

体制と今後の基本方針が決定される会議です。つまり共産党

という党内の人事と今後の方針や党内の規則等が決定される

場になります。各地から選ばれた代表が共産党大会に参加す

ることになりますが、この代表は各地の共産党内部の選挙に

よって選任されます。共産党大会に出席する代表を選任する

ための選挙ですので、当然のことながら共産党の党員以外に

は選挙権がありません。 

中国には共産党以外にも政党が存在していますが人数が少

ないため、共産党の総書記に選出されることは、中国の全人

代において国家主席に選任されることにつながります。 

これに対し、全人代は憲法上最高の国家権力機関として位

置付けられており、中国の立法機関として日本の国会に相当

します。全人代は、省、自治区、直轄市及び特別行政区並び

に軍隊が選出する代表によって構成されますが、どのように

して代表が選任されるかというと、省や自治区の人民代表に

よる間接選挙によって選出されます（日本のように全国民に

よる選挙ではなく、既に選出された地方の人民代表による選

挙によることになります。） 

すなわち全人代は全国の人民代表大会ですが、省以下

にも人民代表大会があり、それぞれ以下のような選挙方

法によって人民代表が選出されます。 

地域 選挙方法 

全国、省、自治区、直轄市、区を設

けた市、自治州 

間接選挙 

区を設けない市、市轄区、県、自治

県、郷、民族郷、鎮 

直接選挙 

なお全人代は毎年3月ころに開催されますが、同じ時

期に開催される重要な会議として、全国政治協商会議が

あります。これは共産党以外の党や無党派との政策の調

整等を図る会議と位置づけられており、全人代と合わせ

て両会と呼ばれたりします。 

毎年このような大会が近づくと、インターネットで外

国の情報にアクセスしにくくなることがあります。中国

で暮らす我々にとっては、またこの時期が来たかと季節

の風物詩になっておりますが、やはり色々不便なことも

ありますので、早く制限が緩和されてほしいと願ってやみ

ません。 
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